
日光市屋外広告物条例による民間サインの規制 

日光市屋外広告物条例において、国立公園、県立自然公園及び主要路線沿道等は禁止区域

に指定されており、一部の適用除外を除き広告物の掲出が厳しく規制されています。その他

の区域は許可地域に指定されており、日光市屋外広告物条例施行規則で定められた区分ごと

に基準により許可基準等があります。 

 
【日光市における屋外広告物の審査の流れ（自家用広告物の場合）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自家用広告物・・・■自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業内容を表示するため、自己の

住所、事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件。 

 

 

【民間サインの規制概要】 
次項より、日光市街並形成ガイドラインの対象地区ごとに、規制内容を整理します。 

ここでは、公共サインを除いた民間サインのみを対象として、広告物の種類、設置の可否、

設置可能な場合の基準をまとめています。 
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湯西川温泉地区 

川治温泉地区 

鬼怒川温泉地区 

足尾地区 今市市街地地区

日光市街地地区 

【民間サインの種類と定義】 【対象地区と設置の可否】 

屋外広告物の種類 定義 今市 日光 鬼怒川 川治 足尾 湯西川

①敷地内広告板 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建植され、広告表示面が板状であるものをいう。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

②敷地内広告塔 
木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建植され、広告表示面を含め、その構造が多角柱、円柱等の立

体構造であるものをいう。 
○ × ○ ○ ○ ○ 

③屋上広告板 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、建築物の屋上に設置され、広告表示面が板状であるものをいう。 ○ × × × ○ × 

④屋上広告塔 
木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、建築物の屋上に設置され、広告表示面を含め、その構造が多角柱、円

柱等の立体構造であるものをいう。 
○ × × × ○ × 

⑤壁面広告物 建築物の外壁面を利用して設置し、又は外壁面に表示されたものをいう（壁面突出広告であるものを除く。）。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
⑥壁面突出広告物 建築物の外壁面から突き出して取り付けられる広告板等をいう。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
⑦置看板 金属、合成樹脂等の材料を使用して作成されたもので、土地に置いて表示されるものをいう。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑧立看板 
木枠、ベニヤ板、プラスチック板等の軽易なものに紙張り若しくは布張りし、又は木、金属等の板に直接塗装したものを、容易に取り外

すことができる状態で立て、又は建築物その他工作物等に立てかけられ、又は針金等で取り付けられているものをいう。 
○ × ○ ○ ○ ○ 

⑨のぼり旗 
木、合成樹脂等の竿に布等を取り付けて作成されたもので、単独で立てられ、又は建物、工作物及びその他の物件に取り付けられたも

のをいう。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑩はり紙 紙等に印刷又は手書きされたもので、建築物その他工作物等に、押しピン、テープ、糊等により貼りつけられたものをいう。 ○ × × × ○ × 

⑪はり札 
ベニヤ板、プラスチック板、ボール紙等の簡易な材質の板に紙を貼ったもの又は木、金属等の板に直接塗装したものを、建築物その他

工作物等に、ひも、針金等でつるし、又はくくり付ける等容易に取り外すことができる状態で取り付けられたものをいう。 
○ × × × ○ × 

⑫電柱広告 
金属、合成樹脂等の材料を使用して作成されたものを、電柱、街灯柱に巻き付けて表示するもの（巻付広告）及び物件を装置して表示

するもの（袖看板）をいう。 
○ × × × ○ × 

⑬広告幕 木、金属、合成樹脂等の竿に布を付けたもので、針金等で建築物その他の物件に取り付けられ、その布を利用して表示されるものをいう。 ○ × × × ○ × 
⑭車両広告物 電車、バスその他の車両の外面を利用して広告内容を表示するものをいう。 ○ × × × ○ × 
⑮アドバルーン 気球を利用して表示するものをいう。なお、アドバルーンについては、自家用広告物の扱いはしない。 ○ × × × ○ × 
⑯サインポール 標識柱（道路標識柱を除く。）を利用して、それに付帯する形で表示されるものをいう。 ○ × × × ○ × 
⑰アーチ 道路上空を横断するアーチ状の工作物に広告を表示するものをいう。 ○ × × × ○ × 
⑱アーケード添加広告物 公共用歩廊に懸架並びに設置されるものをいう。 ○ × × × ○ × 



 

今市市街地地区における民間サインの規制 【市街地形成型許可地域：（日光市屋外広告物条例施行規則）別表第 1】 総量規制 
10 ㎡以内：申請不要 
10 ㎡超 ：許可を要する 

① 敷地内広告板 ② 敷地内広告塔 ③ 屋上広告板 ④ 屋上広告塔 ⑤ 壁面広告物 ⑥ 壁面突出広告物 
      

⑦ 置看板 ⑧ 立看板 ⑨ のぼり旗 ⑩ はり紙 ⑪ はり札 ⑫ 電柱広告 
      

⑬ 広告幕 ⑭ 車両広告物 ⑮ アドバルーン ⑯ サインポール ⑰ アーチ ⑱ アーケード添加広告物 
      

20 ㎡以内 

12m 
以下 

■道路に 1m まで突き出せる 
■敷地に 2 基まで又は前面道路に

つき 1 基設置できる 

■表示面の合計は 80 ㎡以内とする 
■最大投影幅は 3.5m 以下とする 
■道路に突き出すことはできない 
■敷地に 1 基まで設置できる 

2.5m 以下 

20 ㎡以内 12m 
以下 

■建物からはみ出さない 
■建物に 1 基まで設置できる 
■屋上広告塔との併用はできない 

■面積の合計は 240 ㎡以内とする 
■最大投影幅は 14m 以下とする 
■建物からはみ出さないこと 
■建物に 1 基まで設置できる 
■屋上広告板との併用はできない 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする ■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■H ： 2.5m 以上（歩道上） 

4.5m 以上（歩道以外） 

■道路を横断して設置する場合は、
幹線道路以外とする 

■原則として、同一商店街で 
規格が統一されていること

■道路を横断して設置する場合は、
幹線道路以外とする 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■地上から気球までの長さは 

45m 以下とする
■交通安全の妨げとならない構造

及び位置であること 

■開口部への掲出、建物から 
はみ出した設置はできない 

■ワンポイントマークは有効壁面に
つき 1 基設置できる 

有効壁面の 
面積の 1/10 以内 

ワンポイントマーク：3 ㎡以内 

■道路に 1ｍまで突き出せる 
■有効壁面につき 1 基掲出できる 
■合計が 20 ㎡以内で、縦に 1～2
列で設置する場合は基数制限なし 

10 ㎡ 
以内 12m 以下

かつ
軒高以下

1.5m 以下 

1.5 ㎡ 
以内 

■表示面の合計は 6 ㎡以内とする 
■道路への突き出しはできない 
■敷地に 2 基まで設置できる 

3m 
以下 

1 ㎡ 
未満 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■風等によって移動又は破損しな

いように設置すること 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■出入口に設置する 2 本を除き、 

6m 以上離して設置する
■道路に突き出すことはできない 

1.5 ㎡ 
以内 

3m 
以下 

60 ㎡以内 

3m 以下 
又は 
建物高さの
1/3 以下で
6m 以下 

60 ㎡以内 

10m 以下

1 ㎡ 
以内 

0.2 ㎡ 
以内 

1 ㎡ 
以内 

0.5m 以下 

1.2m 
以下 

H 
3.2m
以下

1.2m
以上

15m 
以下 

1.4m 以下 

1.4m 
以下 

15m 
以下 

3.5m 以上（歩道上） 
5m 以上（歩道以外） 

側面部：5 ㎡以内 
後部：1 ㎡以内 

側面部のみ 
縦：0.5m 以内 
横：1.4m 以内 

15m
以下

1.5m
以下

3m 以下

2m
以下

2m 以下

4.5m
以上

3.5m 以上（歩道上） 
5m 以上（歩道以外） 

0.5m
以下

2.5m
以上

1.5m
以下

道路に突き出す場合
4.5m 以上（車道） 
2.5m 以上（歩道） 

3m 以下又は 
建物高さの 1/3 以下で 
6m 以下 道路に突き出す場合

4.5m 以上（車道） 
2.5m 以上（歩道） 



  

日光市街地地区における民間サインの規制 
【景観保全型広告整備地区（世界遺産地区） 

：景観計画重点区域における屋外広告物の表示等に関する行為の制限】
総量規制 

10 ㎡以内：申請不要 
10 ㎡超 ：許可を要する 

① 敷地内広告板 ② 敷地内広告塔 ③ 屋上広告板 ④ 屋上広告塔 ⑤ 壁面広告物 ⑥ 壁面突出広告物 
      

⑦ 置看板 ⑧ 立看板 ⑨ のぼり旗 ⑩ はり紙 ⑪ はり札 ⑫ 電柱広告 
      

⑬ 広告幕 ⑭ 車両広告物 ⑮ アドバルーン ⑯ サインポール ⑰ アーチ ⑱ アーケード添加広告物 
      

 

3 ㎡以内 

5m 
以下 

■落ち着きある色合い・色調とする 
■できるだけ天然素材を用いる 
■自然木等の場合を除き、概ね方

形とする（両面表示） 
■広告物に枠や縁取り等を設ける 
■道路境界から 1m 以上後退させる 
■敷地に 1 基まで設置できる 
■光源は白色系で点滅させない 表示または設置することはできない 表示または設置することはできない

表示または設置することはできない 表示または設置することはできない 表示または設置することはできない

表示または設置することはできない 表示または設置することはできない 表示または設置することはできない表示または設置することはできない 表示または設置することはできない表示または設置することはできない 

■開口部への掲出、建物から 
はみ出した設置はできない 

■有効壁面につき 1 基設置できる 
■できるだけ天然素材を用いる 
■落ち着きある色合い・色調とする 
■発光塗料は使用できない 
■光源は白色系で点滅させない 
■自然木等の場合を除き、概ね方

形とする 
■広告物に枠や縁取り等を設ける 

軒高以下
かつ 

6m 以下 

5 ㎡以内 

ワンポイントマーク：1 ㎡以内 

■道路への突き出しはできない 
■有効壁面につき 1 基掲出できる 
■できるだけ天然素材を用いる 
■落ち着きある色合い・色調とする 
■発光塗料は使用できない 
■光源は白色系で点滅させない 
■自然木等の場合を除き、概ね方

形とする 
■広告物に枠や縁取り等を設ける 

1.5
㎡

以内

6m 以下かつ
軒高以下

1m 以下

1.5 ㎡ 
以内 

■表示面の合計は 6 ㎡以内とする 
■道路への突き出しはできない 
■敷地に 2 基まで設置できる 
■落ち着きある色合い・色調とする 
■発光塗料は使用できない 
■光源は白色系で点滅させない 

3m 
以下 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■出入口に設置する 2 本を除き 

6m 以上を離して設置する 
■落ち着きある色合い・色調とする 
■道路に突き出すことはできない 
■発光塗料は使用できない 
■営業時間以外は掲出できない 

1.5 ㎡ 
以内 

3m 
以下 

表示または設置することはできない 

表示または設置することはできない 



 

鬼怒川温泉地区における民間サインの規制 
【禁止地域（日光国立公園内の用途地域） 

：（日光市屋外広告物条例施行規則）別表第 2（3）】
総量規制 

10 ㎡以内：申請不要 
10 ㎡超 ：設置不可 

① 敷地内広告板 ② 敷地内広告塔 ③ 屋上広告板 ④ 屋上広告塔 ⑤ 壁面広告物 ⑥ 壁面突出広告物 
      

⑦ 置看板 ⑧ 立看板 ⑨ のぼり旗 ⑩ はり紙 ⑪ はり札 ⑫ 電柱広告 
      

⑬ 広告幕 ⑭ 車両広告物 ⑮ アドバルーン ⑯ サインポール ⑰ アーチ ⑱ アーケード添加広告物 
      

5 ㎡以内 

5m 
以下 

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、
文字は白または黒色とする 

■道路に 1m まで突き出せる 
■敷地に 2 基まで又は前面道路に

つき 1 基設置できる 
■光源は白色系で点滅させない 

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、
文字は白または黒色とする 

■表示面の合計は 10 ㎡以内とする 
■最大投影幅は 1.5m 以下とする 
■敷地に 1 基まで設置できる 
■光源は白色系で点滅させない 

1m 以下 

2.5 ㎡以内 5m 
以下 

表示または設置することはできない 表示または設置することはできない

表示または設置することはできない 表示または設置することはできない 表示または設置することはできない

表示または設置することはできない 表示または設置することはできない 表示または設置することはできない表示または設置することはできない 表示または設置することはできない表示または設置することはできない 

■開口部への掲出、建物から 
はみ出した設置はできない 

■ワンポイントマークは有効壁面に
つき 1 基設置できる 

■合計の面積は 10 ㎡以内にする 
■発光塗料は使用できない 
■光源は白色系で点滅させない 

3 階窓高
以下かつ
9m 以下 

5 ㎡以内 

ワンポイントマーク：3 ㎡以内 

■道路に 1m まで突き出せる 
■有効壁面につき 1 基掲出できる 
■合計が 10 ㎡以内で、縦に 1～2 列

で設置する場合は基数制限なし 
■発光塗料は使用できない 

5 ㎡ 
以内 12m 以下かつ

軒高以下

1.5m 以下 

1.5 ㎡ 
以内 

■表示面の合計は 6 ㎡以内とする 
■道路への突き出しはできない 
■敷地に 2 基まで設置できる 
■発光塗料は使用できない 
■光源は白色系で点滅させない 

3m 
以下 

1 ㎡ 
未満 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■発光塗料は使用できない 
■風等によって移動又は破損しな

いように設置すること 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■敷地に 2 本まで設置できる 
■道路に突き出すことはできない 
■発光塗料は使用できない 

1.5 ㎡ 
以内 

3m 
以下 

道路に突き出す場合
4.5m 以上（車道） 
2.5m 以上（歩道） 

道 路 に 突 出 す 場 合
4.5m 以上（車道） 
2.5m 以上（歩道） 



 

川治温泉地区における民間サインの規制 
【禁止地域（日光国立公園内の道路沿線） 

：（日光市屋外広告物条例施行規則）別表第 2（2）】
総量規制 

10 ㎡以内：申請不要 

10 ㎡超 ：設置不可 

① 敷地内広告板 ② 敷地内広告塔 ③ 屋上広告板 ④ 屋上広告塔 ⑤ 壁面広告物 ⑥ 壁面突出広告物 
      

⑦ 置看板 ⑧ 立看板 ⑨ のぼり旗 ⑩ はり紙 ⑪ はり札 ⑫ 電柱広告 
      

⑬ 広告幕 ⑭ 車両広告物 ⑮ アドバルーン ⑯ サインポール ⑰ アーチ ⑱ アーケード添加広告物 
      

5 ㎡以内 

5m 
以下 

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、
文字は白または黒色とする 

■道路境界から 1m 以上後退させる 
■敷地に 1 基まで設置できる 
■光源は白色系で点滅させない 

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、
文字は白または黒色とする 

■表示面の合計は 10 ㎡以内とする 
■最大投影幅は 1.5m 以下とする 
■道路境界から 1m 以上後退させる 
■敷地に 1 基まで設置できる 
■光源は白色系で点滅させない 

1m 以下 

2.5 ㎡以内 5m 
以下 

表示または設置することはできない 表示または設置することはできない

表示または設置することはできない 表示または設置することはできない 表示または設置することはできない

表示または設置することはできない 表示または設置することはできない 表示または設置することはできない表示または設置することはできない 表示または設置することはできない表示または設置することはできない 

■開口部への掲出、建物から 
はみ出した設置はできない 

■有効壁面につき 1 基設置できる 
■発光塗料は使用できない 
■光源は白色系で点滅させない 

2 階窓高
以下かつ
6m 以下 

3 ㎡以内 

ワンポイントマーク：1 ㎡以内 

3 ㎡ 
以内 6m 以下かつ

軒高以下

1m 以下 

1.5 ㎡ 
以内 

■表示面の合計は 6 ㎡以内とする 
■道路への突き出しはできない 
■敷地に 2 基まで設置できる 
■発光塗料は使用できない 
■光源は白色系で点滅させない 

3m 
以下 

1 ㎡ 
未満 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■発光塗料は使用できない 
■風等によって移動又は破損しな

いように設置すること 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■敷地に 2 本まで設置できる 
■道路に突き出すことはできない 
■発光塗料は使用できない 

1.5 ㎡ 
以内 3m 

以下 

■道路への突き出しはできない 
■有効壁面につき 1 基掲出できる 
■発光塗料は使用できない 
■光源は白色系で点滅させない 



 

足尾地区における民間サインの規制 【自然保全型沿線許可地域：（日光市屋外広告物条例施行規則）別表第 1】 総量規制 
10 ㎡以内：申請不要 

10 ㎡超 ：許可を要する 

① 敷地内広告板 ② 敷地内広告塔 ③ 屋上広告板 ④ 屋上広告塔 ⑤ 壁面広告物 ⑥ 壁面突出広告物 
      

⑦ 置看板 ⑧ 立看板 ⑨ のぼり旗 ⑩ はり紙 ⑪ はり札 ⑫ 電柱広告 
      

⑬ 広告幕 ⑭ 車両広告物 ⑮ アドバルーン ⑯ サインポール ⑰ アーチ ⑱ アーケード添加広告物 
      

 

1m 
以下 10 ㎡以内 

6m 
以下 

■道路境界から 1m 以上後退させる 
■敷地に 1 基まで設置できる 
■光源は点滅させない 

■表示面の合計は 40 ㎡以内とする 
■最大投影幅は 2.5m 以下とする 
■敷地境界から 1m 以上後退させる 
■敷地に 1 基まで設置できる 
■光源は点滅させない 

2m 以下 

10 ㎡以内 6m 
以下 

■建物からはみ出さない 
■建物に 1 基まで設置できる 
■屋上広告塔との併用はできない 
■光源は点滅させない 

■表示面の合計は 12 ㎡以内とする
■最大投影幅は 4m 以下とする 
■建物からはみ出さないこと 
■建物に 1 基まで設置できる 
■屋上広告板との併用はできない 
■光源は点滅させない 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする ■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■H ： 2.5m 以上（歩道上） 

4.5m 以上（歩道以外） 

■道路を横断して設置する場合は、
幹線道路以外とする 

■原則として、同一商店街で 
規格が統一されていること

■道路を横断して設置する場合は、
幹線道路以外とする 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■地上から気球までの長さは 

45m 以下とする
■交通安全の妨げとならない構造

及び位置であること 

■開口部への掲出、建物から 
はみ出した設置はできない 

■有効壁面につき 1 基設置できる 
■光源は白色系で点滅させない 

2 階窓高
以下かつ
6m 以下 

3 ㎡以内 

ワンポイントマーク：1 ㎡以内 

■道路への突き出しはできない 
■有効壁面につき 1 基掲出できる 

3 ㎡ 
以内 

6m 以下かつ
軒高以下

1m 以下

1.5 ㎡ 
以内 

■表示面の合計は 6 ㎡以内とする 
■道路への突き出しはできない 
■敷地に 2 基まで設置できる 
■光源は点滅させない 

3m 
以下 

1 ㎡ 
未満 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■風等によって移動又は破損しな

いように設置すること 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■敷地に 2 本まで設置できる 
■道路に突き出すことはできない 

1.5 ㎡ 
以内 

3m 
以下 

3 ㎡以内 1m 
以下 3 ㎡以内 

3m 以下

1 ㎡ 
以内 

0.2 ㎡ 
以内 

1 ㎡ 
以内 

0.5m 以下 

1.2m 
以下 

H 
3.2m
以下

1.2m
以上

15m 
以下 

1.4m 以下 

1.4m 
以下 

15m 
以下 

3.5m 以上（歩道上） 
5m 以上（歩道以外） 

側面部：5 ㎡以内 
後部：1 ㎡以内 

側面部のみ 
縦：0.5m 以内 
横：1.4m 以内 

15m
以下

1.5m
以下

3m 以下

2m
以下

2m 以下

4.5m
以上

3.5m 以上（歩道上） 
5m 以上（歩道以外） 

0.5m
以下

2.5m
以上

1.5m
以下



 

湯西川温泉地区における民間サインの規制 
【禁止地域（日光国立公園等） 

：（日光市屋外広告物条例施行規則）別表第 2（1）】
総量規制 

10 ㎡以内：申請不要 

10 ㎡超 ：設置不可 

① 敷地内広告板 ② 敷地内広告塔 ③ 屋上広告板 ④ 屋上広告塔 ⑤ 壁面広告物 ⑥ 壁面突出広告物 
      

⑦ 置看板 ⑧ 立看板 ⑨ のぼり旗 ⑩ はり紙 ⑪ はり札 ⑫ 電柱広告 
      

⑬ 広告幕 ⑭ 車両広告物 ⑮ アドバルーン ⑯ サインポール ⑰ アーチ ⑱ アーケード添加広告物 
      

3 ㎡以内 

3m 
以下 

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、
文字は白または黒色とする 

■道路境界から 1m 以上後退させる 
■敷地に 1 基まで設置できる 
■光源は白色系で点滅させない 

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、
文字は白または黒色とする 

■表示面の合計は 10 ㎡以内とする 
■最大投影幅は 1.5m 以下とする 
■道路境界から 1m 以上後退させる 
■敷地に 1 基まで設置できる 
■光源は白色系で点滅させない 

1m 以下 

2.5 ㎡以内 3m 
以下 

表示または設置することはできない 表示または設置することはできない

表示または設置することはできない 表示または設置することはできない 表示または設置することはできない

表示または設置することはできない 表示または設置することはできない 表示または設置することはできない表示または設置することはできない 表示または設置することはできない表示または設置することはできない 

■開口部への掲出、建物から 
はみ出した設置はできない 

■有効壁面につき 1 基設置できる 
■ワンポイントマークと併用する 

場合は広告物を 2 ㎡以下にする 
■発光塗料は使用できない 
■光源は白色系で点滅させない 

2 階窓高
以下かつ
6m 以下 

3 ㎡以内 

ワンポイントマーク：1 ㎡以内 

■道路への突き出しはできない 
■有効壁面につき 1 基掲出できる 
■発光塗料は使用できない 
■光源は白色系で点滅させない 

1.5 ㎡ 
以内 

6m 以下かつ
軒高以下

1m 以下

1.5 ㎡ 
以内 

■表示面の合計は 6 ㎡以内とする 
■道路への突き出しはできない 
■敷地に 2 基まで設置できる 
■発光塗料は使用できない 
■光源は白色系で点滅させない 

3m 
以下 

1 ㎡ 
未満 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■発光塗料は使用できない 
■風等によって移動又は破損しな

いように設置すること 

■表示期間は 1 ヶ月以内とする 
■敷地に 2 本まで設置できる 
■道路に突き出すことはできない 
■発光塗料は使用できない 

1.5 ㎡ 
以内 

3m 
以下 



 

 

 

【総量規制の考え方】 
総量とは、1敷地内に設置された全ての広告物の表示面積を合計したものです。 

日光市屋外広告物条例においては、総量が、各区域における屋外広告物の設置の可否、設

置許可申請の要否を判断する要件の一つになっています。（P.23 参照） 

1敷地における屋外広告物の表示面積の合計は、敷地内に常時設置している全ての広告物

における全ての広告面の表示面積の合計で算出します。 

以下に、1敷地における屋外広告物の表示面積の合計の計算例を示します。 

 

 

【計算例】 

 

 
 
 
 

 
 

本敷地における広告物の面積の合計＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ 

＝１２＋６＋４＋２＋６ 

＝３０㎡ 

Ａ：屋上広告塔（４面） 

表示面積  ①：４㎡ 

        ②：２㎡ 

      ③：４㎡ 

        ④：２㎡ 

合計 １２㎡

Ｂ：壁面広告物（１面） 

表示面積  表：６㎡ 

合計 ６㎡

Ｃ：壁面突出広告物（２面） 

表示面積  表：２㎡ 

        裏：２㎡ 

合計 ４㎡

Ｄ：のぼり旗（２面） 

表示面積  表：１㎡ 

        裏：１㎡ 

合計２㎡

Ｅ：敷地内広告板（２面） 

表示面積  表：３㎡ 

        裏：３㎡ 

合計６㎡
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